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検討経過 

令和４年 ７月１５日 第１回 

・個人住民税における金融所得課税について

・個人住民税における二地域居住の論点について

９月２７日  第２回 

・住所地課税と源泉地課税の考え方について※

・個人住民税の現年課税化について

１０月２５日 第３回 

・個人住民税の税率等

・個人住民税の所得控除等

・個人住民税の非課税限度額

・個人住民税の現年課税化

※ 委員等からの発表があったもの
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第１ 「二地域居住」と個人住民税について 

１ 検討の背景 

⑴ 個人住民税の概要

個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う「地域社会の

会費」的な性格を有する税であり、原則として、１月１日の賦課期日に市町村

内に住所を有する者に対して、当該住所地の市町村が均等割と所得割を課す

こととされている。 

  また、市町村内に家屋敷や事業所を有する個人で、当該市町村内に住所を有

しない者に対しては、当該家屋敷や事業所が所在する市町村が個人住民税均

等割を課すこととされている。 

⑵ ふるさと納税創設時の議論

住所地以外の市町村に対して個人住民税を納税する仕組みについては、平

成 19年度に総務省に設置された「ふるさと納税研究会」において検討が行わ

れた。同研究会においては、受益と負担の関係、租税の強制性、住民間の公平

性等の観点から、「住所地以外の地方団体に個人住民税の課税権を法的に根拠

付けることができない」と結論付けられ、「ふるさと納税制度」は、寄附金控

除の仕組みを利用して、実質的に個人住民税の一部を住所地以外の地方団体

に移転する仕組みとして創設されたという経緯がある。 

⑶ 近年における議論

「二地域居住」と個人住民税については、令和２年 10月の経済財政諮問会

議において、民間議員から「二地域居住を前提とした地方税のあり方を検討す

る必要があるのではないか」という意見が示された。  

これに対して、総務大臣は「個人住民税の一部を住所地以外の団体に納付す

る方式について、平成 19 年度に総務省の研究会で検討したが、「住所地以外

の地方団体に個人住民税の課税権を法的に根拠付けることはできない」と結

論付けられたことから、寄附金税制を応用する形でふるさと納税制度が創設

されている」、「多地域居住を行う場合に、このふるさと納税制度を活用するこ

とにより、個人住民税の一部を実質的に当該居住先の地方団体に移転させる

ことが可能となっている」と説明している。その際、仮に、居住実態に応じて

複数の団体が課税することとした場合、強制性を伴う課税の根拠となる居住

実態をどのように正確に把握するのかということ、市町村の課税実務が極め

て複雑となること、特別徴収を行う企業の負担が増えることなどの課題を挙

げている。 

  令和３年３月には、二地域居住等の促進に意欲のある都道府県・市町村、関

係団体、民間事業者等で構成される「全国二地域居住等促進協議会」が設立さ

れている。当該協議会の設立趣旨においては、 

・ 今後のウィズ/ポストコロナ社会にあっては、テレワーク等を前提とし
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て地方に就労を含む生活の主な拠点を移し、都市との関わりも副次的に残

すという、いわゆる新しい生活様式に沿った新たな二地域居住が可能とな

り、より二地域居住が進展、拡大することが期待される。 

・ このような状況のもと、二地域居住等を促進することは、人の流れを生

むとともに、東京一極集中の是正はもちろん、地方創生、関係人口の拡大

にも資する極めて重要な課題であり、この機を逃さず、関係省庁、関係地

方公共団体、関係団体・事業者等が連携して、国民的な運動として取り組

んでいく必要がある。 

・ そこで、二地域居住等の推進に係る様々な施策や事例等の情報の交換・

共有や発信、課題の整理や対応策の検討・提言等を行うことにより、一層

の二地域居住等の普及促進と機運の向上を図ることを目的として、この

度、全国的な組織として「全国二地域居住等促進協議会」を設立する。 

とされている。 

  政府においても、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」（令和４年６月７

日閣議決定）において、「関係人口の創出・拡大や二地域・多地域居住、地方

でのテレワークを活用することによる『転職なき移住』の推進に向け、関係人

口の実態把握とふるさと納税等の地域の取組の後押し」をすることとされて

いる。 

  また、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和４年 12 月 23 日閣議決

定）においても、「都会に住む人が生活基盤を完全に地方に移すことについて

は、仕事等の面でハードルが高いことから、都会に生活拠点を残しつつ地方に

も生活拠点を設ける二地域居住等への関心が高まっている。そこで、デジタル

田園都市国家構想交付金において、民間事業者に対する間接補助も含め、移住

や二地域居住に活用する集合住宅やシェアハウスなどの地方創生に資する施

設整備を支援するなど、都市部と地方の二拠点での生活を始め、多様なライフ

スタイルの実現が可能な環境を整える」こととされている。

２ 住所地課税と源泉地課税の考え方について 

  「二地域居住」と個人住民税について検討する際の参考として、坂巻委員か

ら住所地課税と源泉地課税の考え方について聴取し、議論を行った。1 

⑴ 住所地課税と源泉地課税について

個人住民税は、住所地団体が課税する住所地課税の考え方をとっているが、

アメリカ合衆国の各州においては、住所地課税及び源泉地課税が採用され、住

所地以外でも個人所得税が課税されている。また、国際課税に目を向けると、

わが国の所得税法は、居住地課税と源泉地課税があることを前提とした上で、

外国所得税を税額控除する仕組みを採用している。 

1 本項目は、第２回検討会における坂巻委員の発表内容（資料 p.46-p.58）を要約したも
の。 
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⑵ 住所地課税について

個人住民税は、住所地団体が課税している。個人住民税における住所につ

いては、地方税法上特段の規定はなく、原則として民法の規定によることと

されており、各人の生活の本拠等をいうものと解されている。生活の本拠と

は、人の日常生活の状況、家族の生活の状況、住民基本台帳の記録の状況

等、その者の生活関係の全ての面を総合してその中心をいうものと解され

る。 

この場合、複数の地方団体が、ある納税者の住所について、一旦は異なる

認定を行うことがあり得るが、個人住民税における住所は市町村の課税権の

帰属を決定し、納税者の納税義務を確定する効果を有するものであるから、

課税の重複を避けるため、地方税法上はあくまでも一つとされており、通常

は、いずれかの市町村が課税を行っている。 

市町村民税の納税義務者となる市町村内に住所を有する個人とは、地方税

法第 294条第２項において、「住民基本台帳法の適用を受ける者について

は、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。」こととされて

いるが、住民基本台帳に記録されていない者で、その者が市町村内に住所を

有すると認定された場合には、その市町村の住民基本台帳に記録されている

者とみなして、市町村民税を課すことができることとされている。なお、そ

の場合には、二重課税を回避するため、その者が現に住民基本台帳に記録さ

れている市町村の長に通知することとされている。 

⑶ 源泉地課税について

源泉地課税とは、所得が生み出された場所において課税権があるという考

え方をいうものである。わが国の所得税法においては、非居住者に対する課税

対象所得については、源泉地課税を採用しており、源泉地の判定については、

所得税法第 161 条に規定されている。国内で生じた一定の所得として、例え

ば、国内にある資産の運用、譲渡や国内において人的役務の提供に係る対価等、

国内で生じた一定の所得について「国内源泉所得」と定義されている。 

⑷ アメリカ合衆国の州における課税方式について

アメリカ合衆国の各州は、州独自の立法権を持っており、それぞれの州の個

人の所得税は、合衆国憲法による制約を受けることとなるが、基本的に自由に

設定することができることとされている。 

  合衆国憲法第１条第８節第３項（通商条項）は、連邦議会が各州間の通商を

規制する権限を有することを定めているため、各州が課する個人の所得税に

おいては、①当該州との実質的結びつきがあること、②配賦が適正であること、

③差別的でないこと、④当該州の提供するサービスと適正な関連があること

が求められている。この４つの考え方によると、各州においては、住所地課税

として居住者に対してその全ての所得に対する課税が認められている一方、
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源泉地課税として非居住者に対してはその州に帰属する範囲内のものに対し

て課税することも許容されると解されている。 

  居住者の判定については、①domicile（住所）、②一時的な目的以外の目的

のために州に滞在、③一定期間州に滞在、④恒久的又は一定期間住まい（place 

of abode）を有する、⑤恒久的な住まいを有することと一定期間滞在すること

の１つ又は複数の組み合わせによって、各州において居住地の判定が行われ

ている。この居住地の定義については、各州で統一されていないことから、同

一の納税者に対して複数の州が課税対象所得を有することを主張することが

あり得ると考えられる。 

  源泉地を判定するための考え方については、「州内の源泉から生じる所得」

とされており、具体的な対象については、各州において具体的に定められてい

るが、例えば、ニューヨーク州では、州内で稼得された報酬から生じる所得、

州内においてなされた役務提供から生じる所得、州内においてなされた取引

又は事業から生じる所得、州内に所在する財産から生じる所得とされている。 

  なお、各州では他の州に支払われた州所得税の税額控除を認めることとさ

れている。 

⑸ アメリカ合衆国における源泉地課税と住所地課税の課題

① 居住地課税の課題

上記のとおり居住地の判定については、各州において判断されることと

なる。「domicile（住所）」の判定については、納税者の家族が住んでいる

場所、財産の所在地、投票する州、銀行口座の開設地、医療・法律・会計

などの専門的役務提供を受ける場所、社会的関係の確立などが納税者の主

観的な意思を客観的に示すものとして重視されているが、この判定につい

ては、どの要素により判定するのかという点が州間で統一されているもの

ではないことから、州所得税については、居住地の判定が競合し、二重課

税の状況を生じさせることがあり得ると考えられる。 

② 源泉地課税の課題

源泉地の考え方については、各州において具体的に定められているが、

「州内の源泉から生じる所得」をどのように決定するかについて判断が難

しいケースがある。例えば、所得の類型ごとに源泉地が定められている

が、ある所得が無形資産による所得なのか、有形資産による所得なのか又

は役務提供による所得なのかといった所得の性質を判定することが困難な

場合がある。また、役務の提供地が源泉地と定められているときに、どこ

を役務の提供地と判定するか困難な場合がある。 

３ 本検討会における議論 

  本年度の検討会では、上記を踏まえつつ、「二地域居住」を行う者に係る個

人住民税におけるあり方についての議論を行った。本検討会では、委員から以
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下のような意見があった。 

（居住実態の把握） 

・ 「二地域居住」の定義や、登録制度の整備を含めた「二地域居住」の実態の

把握方法について検討が必要。 

・ 「二地域居住」について、居住の実態となる指標が設定された場合であって

も、課税を行うこととなる市町村において、その居住の実態を把握するという

事務負担が増加することとなる。また、実際に課税を行うこととなった場合に

おいては、特別徴収義務者にも相当の事務負担が生じることとなってしまう

のではないか。

・ 現行制度において、住民票が存在しなくても、居住の実態を把握することが

できた場合には、「家屋敷課税」として個人住民税を課税することができるこ

ととされている。この点と「二地域居住」における個人住民税のあり方との整

理が必要ではないか。 

・ 「家屋敷課税」については、現状、納税義務者を網羅的に把握することが難

しく、課税の現場においては課題となっている。また、納税義務者側において

も、家屋敷課税を納める必要があるということへの理解が浸透していないの

ではないか。

・ 「二地域居住」を行う者に対する課税事務によって、特別徴収義務者や市町

村に生じる事務負担については、マイナンバー・マイナポータルの活用などデ

ジタル技術による納税環境の整備が進むことによって解消されるものもある

のではないか。

（源泉地課税と住所地課税） 

・ 「二地域居住」と個人住民税の負担のあり方を検討する際には、国際課税の

仕組みを参考にすることで、二重課税の解消などの理論的、法制度的な課題や

論点が見えてくるのではないか。

・ 仮に源泉地課税を採用する場合、例えば、退職所得については、過去の住所

地に全て配分するなどの困難も伴うのではないか。 

・ 個人住民税において、源泉地課税を導入することとした場合には、働く場所

が多い都市部の税収が増え、税収の偏在度が高まることとなるのではないか。 

・ 個人住民税の課税客体は人であるということを認識して検討することが重

要。個人「住民」税については、住所地課税しか考えられないのではないか。

その上で、二重課税を避ける観点からは、法人関係税を参考に分割基準という

考え方を導入して、居住している期間に応じて分割することが考えられるの

ではないか。 

・ 米国を参考に、源泉地課税を導入し二重課税を調整する仕組み等を導入する

ことも制度としてあり得るのではないか。

・ 米国の州所得税や国際課税の例をみると、住所地課税のみ採用している個人

住民税は、執行が容易である点と重複課税の心配が少ない点を評価すること
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ができる。 

・ 住所地課税のみを採用するという仕組みの下でも、年の途中で転居をした納

税者について、転居前と転居後の地方団体で税収を分割するという仕組みも

あり得るのではないか。ただし、そのような仕組みの下では、所得控除の分

割や必要経費の分割も必要になることが考えられる。

（ふるさと納税の活用） 

・ ふるさと納税によって実質的に個人住民税の一部を移転させることができ

ることとなっており、「二地域居住」先での個人住民税の納税については、ま

ずは、ふるさと納税制度を有効に活用することを検討することとしてはどう

か。 

・ 一人の納税義務者に対して、複数の市町村が個人住民税を課す場合には、費

用等の所得計算、所得控除・税額控除の適用など複雑な仕組みとなることから、

ふるさと納税制度の活用は合理的ではないか。 

（その他） 

・ 受益と負担との関係を考えると、個人住民税を納めることとなった市町村に

対しては、選挙によって地域のあり方にも意思を示したいと思う者もいると

考えられ、選挙制度も含めた検討が必要になるのではないか。

・ 単身赴任している世帯において、家族の住所地と納税者の住所地の２つの団

体に個人住民税を納めるということについては、納税義務者側からは理解を

得やすいのではないか。

４ 今後の検討について 

  本年度の検討会においては、過去の検討会の議論も踏まえながら、二地域居

住における現状やアメリカ合衆国の各州における住所地課税と源泉地課税の

課題等の発表などをもとに議論が行われた。 

  新型コロナウイルス感染症を踏まえ、テレワークなどの柔軟な働き方が可

能になったことや在宅時間が増加したことなどから、「二地域居住」に対する

関心が高まってきており、政府においても、関係人口の創出・拡大や「二地域

居住」、地方でのテレワークを活用することによる「転職なき移住」を推進す

る取組が進められている。今後、「二地域居住」のようなライフスタイルが国

民の間でより広く行われるようになることを見据えた個人住民税の負担のあ

り方について、検討を深める必要があると考えられる。 

  その際には、まずは、「二地域居住」を定義した上で、その実態を把握する

必要がある。また、仮に、居住実態に応じて複数の団体が個人住民税を課税す

ることとした場合には、強制性を伴う課税の根拠となる居住実態をどのよう

に正確に把握するのか、税のみならず、住民票や選挙など他の制度との関係を

どのように調整するのかなど、様々な課題が想定されることから、そうした制

8



度上の課題の整理を行いながら、今後とも、地方団体をはじめとした関係者の

意見を幅広く伺い、検討を深めていくことが適当である。 
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第２ 個人住民税の現年課税化について 

１ 個人住民税の現年課税化の意義とこれまでの議論 

⑴ 個人住民税の現年課税化の意義

個人所得課税において、所得税（国税）と個人住民税（地方税）がそれぞれ

課税されることとなっているが、所得税は所得が発生した年に課税・納税が行

われるいわゆる「現年度課税」であるのに対して、個人住民税は前年中の所得

を基準として翌年度に課税する「翌年度課税」とされている。 

この個人住民税の翌年度課税の仕組みは、課税団体を明確化しつつ、納税義

務者、企業及び地方団体の事務負担に配慮したものであるが、定年退職等によ

り前年に比べて収入が大きく減少した者にとっては、税の負担感が重くなるな

どの課題が指摘されてきたところである。 

また、近年では、働き方の多様化が進んでおり、パート、アルバイト、契約

社員等の非正規雇用者も増加していることに加え、正規雇用者においても、企

業における兼業や副業を解禁する動きの拡大によって、複数の支払者から給与

等を受取る者が増えている上、特定の企業に属さずフリーランスとして業務単

位で仕事を請け負う働き方も出てきているなど、毎年一定額の賃金上昇を前提

とする終身雇用・年功型賃金体系が崩れつつあり、各年の収入・所得は変動が

生じやすくなっている。 

この他、外国人労働者の増加に伴い、賦課期日である１月１日前に帰国する

外国人労働者の所得に対して課税することができないという課題も指摘され

ており、このような働き方の多様化や外国人労働者の増加を背景として、個人

住民税の現年課税化について検討を求める意見が出されている。 

⑵ これまでの議論

個人住民税の現年課税化の検討については、「長期税制のあり方についての

答申（昭和 43年７月政府税制調査会）」において「住民税は、前年の所得を基

礎として課税するいわゆる前年所得課税のたてまえをとっている。所得発生の

時点と税の徴収の時点との間の時間的間隔をできるだけ少なくすることによ

り、所得の発生に応じた税負担を求めることとするためには現年所得課税とす

ることが望ましいと考えられるので、この方法を採用する場合における源泉徴

収義務者の徴収事務、給与所得以外の者に係る申告手続等の諸問題について、

引き続き検討することが適当である」とされている。 

また、平成 17 年６月に政府税制調査会がまとめた「個人所得課税に関する

論点整理」の中で、「個人住民税は、納税の事務負担に配慮して、前年の所得

を基礎として課税するいわゆる前年所得課税の仕組みを採っているが、本来、

所得課税においては、所得発生時点と税負担時点をできるだけ近づけることが

望ましい。近年の、ＩＴ化の進展、雇用形態の多様化等、社会経済情勢の変化

を踏まえ、納税者等の事務負担に留意しつつ、現年課税の可能性について検討

すべきである」とされている。 
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その後も、平成 24 年８月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る

税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」にお

いては、「個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在

り方については、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地

方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する」（第７条第２号ニ（３））とさ

れ、引き続き検討を行うべき課題として位置づけられている。 

このような状況のもと、個人住民税検討会においては、これまで所得税方式・

市町村精算方式等の申告・納税のあり方、納税義務者・特別徴収義務者・地方

団体における事務負担のあり方、切替年度における税負担のあり方等について

の検討が行われており、例えば、特別徴収義務者である企業等における課題と

して、 

・ 納税団体の確定を市町村ではなく企業が行うこととなるため、年初時点の

住所を正確に把握する作業と責任が生じる。（年の途中で雇用された者につ

いて、年初時点の住所を正確に把握できるか。特に被雇用者の出入りが多い

業種にとって、大きな負担となるのではないか。） 

・ 所得税に加え、各従業員の毎月の給与額に応じた住民税額を計算し、年初

時点の各従業員の住所地市町村に納付する事務が生じる。 

・ 年末には、各従業員の人的控除申告を整理し、地方団体により異なる税率

等で税額計算したのち、追徴・還付を行う（年末調整）事務が生じる。（企

業が年末調整を行わない市町村精算方式ではこの課題は生じない。） 

・ 報酬や原稿料等の支払時に、住民税についても源泉徴収することが必要と

なると考えられ、報酬等を受ける者の年初時点の住所を正確に把握し、住所

地市町村に納付する事務が新たに生じる。 

また、課税庁である市町村における課題として、 

・ （年税額と源泉住民税額との差が生じるため）市町村において追徴・還付

事務が発生。 

納税義務者における課題として、 

・ 現年課税への切替時に、移行前年の所得と移行年の所得の２年分の課税が

発生。（※１年分の納税で良い仕組みとする場合には、所得の発生年度を調

整することが可能な所得（例：有価証券、不動産）について、駆け込み需要

や反動減が生じ、経済活動に大きな影響を与えるのではないか等の課題が生

じる。） 

などが指摘されてきた。 

令和２年度の個人住民税検討会報告書においては「今後、より具体的な検討

を進めるためには、現在、急速に進んでいる企業や市町村におけるデジタル化、

マイナンバーカードの普及などについて一定の進捗が見られた機会を捉え、制

度的・実務的な課題、企業や市町村におけるシステム改修の必要性等について

議論を行うことが適当と考える。」とのとりまとめがされているところである。 

⑶ 上記課題と関連したデジタル化の状況等
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以上を踏まえ、令和４年度の検討会においては、マイナンバーカードの交

付状況、マイナポータルの活用状況、公金受取口座登録制度、eLTAX（地方

税共通納税システム）を活用した個人住民税（特別徴収分）の納付状況など

の足下のデジタル化の状況を概観した上で、議論を行った。 

ア マイナンバーカードの交付状況

マイナンバーカードの交付状況については、令和４年９月 20日時点にお

いて、申請枚数が 6,798万枚、交付枚数が 6,085万枚とされている（令和５

年３月１日時点において、申請枚数が 9,416 万枚、交付枚数が 8,015万

枚）。マイナンバーカードについては、経済財政運営と改革の基本方針 2022

（骨太の方針 2022）（令和４年６月７日閣議決定）において「令和４年度末

までに、ほぼ全国民に行き渡ることを目指す」との方針が示されており、大

多数の国民がマイナンバーカードを保有していることを前提とした議論が可

能となっているものと考える。 

イ １月１日現在の住所地の確認について

上記課題のうち年初時点の住所の把握に関し、現時点において、１月１

日現在の住所地市町村を証明するための書類等は存在しないが、マイナポ

ータルの「わたしの情報」の「世帯情報」から、指定した日時点の住所地

市町村の情報を把握することができるため、いつでも前年の１月１日の住

所地を確認することが可能となっている。当該機能を改良・活用すること

で、特別徴収義務者が従業員の前年の１月１日時点の住所地市町村を把握

する際に活用することができるのではないか。 
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ただし、マイナポータルに記録されている情報は、住民基本台帳に記録

されている情報であることから、住民基本台帳に記録されている市町村と

個人住民税を課税することとなる市町村が異なる従業員の場合には、対応

することができないことに留意が必要となる。 

ウ マイナポータルの活用による事務負担の軽減

また、所得税方式による現年課税化を行う場合の課題として、所得税に

加えて個人住民税についても年末調整の事務が生じることに関し、現在、

下記の控除については、マイナポータルと連携することによりデータを取

得することで、年末調整や確定申告に活用することが可能となっている。 

今後、マイナポータルと連携可能な情報を増やすこと等により、現年課

税化をした場合であっても、関係者の負担を大きく増やすことなく年末調

整事務を行う方策について検討できるのではないか。 

年末調整･･･ 生命保険料控除、地震保険料控除、 

給与所得者における住宅ローン控除 

確定申告･･･ 医療費控除、寄附金控除（ふるさと納税）、 

生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除、 

株式等に係る譲渡所得の申告（特定口座年間取引報告書） 

エ 公金受取口座登録制度

市町村における追徴・還付事務に関しては、個人の口座をマイナンバーと

紐付けて登録することで、緊急時の給付金等の様々な公的給付の支給に利用

することができる仕組みとして、令和４年３月から、公金受取口座登録制度

が開始しており、同年９月時点で 1,500万超の口座が登録されている。令和

４年 10月からは、給付事務における登録口座情報の利用も開始されてい

る。 
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この口座については、基本的に各種給付金を受取るための口座となってい

るが、国税・地方税の還付事務においても活用することができることとされ

ており、地方団体が税の還付事務を行う場合に活用することで、これまで生

じていた還付先の口座確認等の事務負担の軽減を図ることが期待される。 

オ eLTAX（地方税共通納税システム）の活用

令和元年 10 月から、eLTAX の機能の一つとして地方税共通納税システム

が導入されており、これまでも可能であった電子申告に加え、eLTAXを通じ

て電子納税を行うことができるようになっている。このシステムを活用す

ることによって、特別徴収義務者においては、個人住民税の特別徴収分につ

いて、全ての地方団体に対して電子納税が可能であり、また、合計税額を

eLTAXに送金することで、地方団体ごとに納付するのではなく複数地方団体

への「まとめ納付」が可能となっている。 

地方税共通納税システムを通じた個人住民税（特別徴収分）の納付は、

毎月右肩上がりで増加しており、令和３年度において 4,888億円（全体の

7.8％）が同システムを通じて納付されている。 
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⑷ 切替年度における税負担に係る課題

翌年度課税から現年課税に切り替える年においては、特段の措置を講じな

い場合には、従前の前年分の所得に対するものと、現年分の所得に対するも

のの２ヶ年分の所得に対して課税が行われることとなるが、この課題につい

て、平成 28年度の本検討会における議論を踏まえて再度議論を行った。 

（対応案１）２年分課税する 

【留意点】・ 年間の税負担が大幅に増えるため、納税者の理解が

得られるか。 

（対応案２）Ｎ－１年所得に対し長期間で課税する 

【留意点】・ 年間の税負担が増えるため、納税者の理解が得られ

るか。 

・ 定年退職した場合など、収入が大きく減少した後も

長期間課税されることになる。 

（対応案３）Ｎ－１年所得に課税しない 

【留意点】・ １年分の税収が減ることになる。  

・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所

得に差が生じ（退職後に現年課税導入を迎える場合

は、課税されない所得がない）、世代間の不公平が生じ

る。 

・ 資産性所得など年度間変動が大きい所得について、
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現年課税導入の時期により納税者間で不公平が生じ

る。 

・ 所得の発生年度を調整することが可能な所得につい

ては、課税されない年度に所得を発生させることが可

能となり、経済活動に影響を与える可能性がある。 

（対応案４）Ｎ－１年所得に課税しないこととするが、Ｎ－１年所得がＮ－２年

所得より一定金額増加した場合、その増加所得に対し課税する 

【留意点】・ １年分の税収が減ることになる。 

・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所

得に差が生じ（退職後に現年課税導入を迎える場合

は、課税されない所得がない）、世代間の不公平が生じ

る。  

（対応案５）Ｎ年所得とＮ－１年所得のどちらか高い方の所得をＮ年所得とし

て課税する 

【留意点】・ １年分の税収が減ることになる。 

・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所得

に差が生じ（退職後に現年課税導入を迎える場合は、課

税されない所得がない）、世代間の不公平が生じる。 

・ Ｎ年所得とＮ－１年所得の調整が必要となり、事務が

煩雑となる。（Ｎ年所得に係る年末調整時や確定申告時

又はＮ年所得確定後に市町村が調整する必要） 

（対応案６）Ｎ年所得とＮ－１年所得の平均所得をＮ年所得として課税する 

【留意点】・ １年分の税収が減ることになる。 

・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所得

に差が生じ（退職後に現年課税導入を迎える場合は、課

税されない所得がない）、世代間の不公平が生じる。 

・ Ｎ年所得とＮ－１年所得の調整が必要となり、事務が

煩雑となる。（Ｎ年所得に係る年末調整時や確定申告時

又はＮ年所得確定後に市町村が調整する必要） 

（対応案７）Ｎ年所得とＮ－１年所得に対しそれぞれ５％の税率で課税する 

【留意点】・ １年分の税収が減ることになる。 

・ 現年課税導入を迎える年齢により、軽減される税額に

差が生じ（退職後に現年課税導入を迎える場合は、軽減

される税額がない）、世代間の不公平が生じる。 

・ 特別徴収義務者において、Ｎ年所得に対する源泉徴収

とＮ－１年所得に対する特別徴収が発生し、事務が煩雑
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となる。 

＜切替年度の税負担のあり方＞ 

 Ｎ年分所得から現年課税を導入した場合、Ｎ年度に課税される個人住民

税のうち、Ｎ－１年分所得に係る個人住民税を課さないこととすると、課

税されないこととなる個人住民税の税額は、個人の所得の状況によって異

なる。 

 例えば、給与所得者の様に毎年概ね同額の所得を得ている者において

は、Ｎ－１年分の所得に対して課税を行わないこととしても生涯負担すべ

き税負担については大きな変化は生じないが、Ｎ－１年に退職して、Ｎ年

から年金受給者となるような場合にＮ－１年分の所得に対して課税を行わ

ないこととなると、本来負担すべきであった税負担を回避することができ

ることとなる。この様に世代間の税負担について不公平が生じることをど

のように考えるべきか。 

 また、株式や土地の譲渡所得等の納税者の意思によって所得の発生時期

を調整することができるものを有する者については、Ｎ－１年分の所得が

課税されないことが分かった時点で、多くの納税者がＮ－１年時点に保有

している株式や土地等を譲渡して、課税を免れようとすることが予想され

る。この点については、税負担の公平性確保の観点からだけではなく、経

済活動へ与える影響についてどのように考えるべきか。 
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２ 本検討会における議論 

本検討会では、各委員から以下のような意見があった。 

（現年課税化に伴う事務負担等） 

・ 色々なシステムや制度が構築されており、個人住民税の現年課税化の実現の

可能性が高まっているのではないかと思うが、個人住民税を現年課税化した場

合には、事業者の負担はかなり大きくなることが懸念される。 

・ 仮に現年課税化した場合に、所得税と同様にその年の１月から 12月までの

間で特別徴収を行う場合の実務については、検討が必要ではないか。 

・ 現在、所得税の年末調整事務が負担になっている中で、特別徴収義務者にお

いて個人住民税の年末調整事務など更なる負担を負うことは困難。また、近年

は副業を行う従業員が増えており、従業員の所得を把握することも困難となっ

ている。 

・ 小規模事業者においては、９割の企業で経理事務等を１人の従業員が行って

おり、そのうち７割の企業で社長が自ら行っており、特に負担が大きい。 

・ 現年課税化に伴う事務負担については、本来、地方団体側が負担すべきもの

なのではないか。特別徴収については、特別に企業側が負担しているものであ

り、税としての本来の姿としては、市町村が事務負担を負うべきなのではない

か。 

・ 事務のデジタル化を進めるためにはシステムの改修コストもかかるため、事

業者にとっては負担となる。小規模事業者においては、事務のデジタル化が進

展していない状況。 

・ 副業やシェアリングエコノミー等、従業員の所得情報を把握することは困難

になっており、特別徴収制度についても事務負担が重く、否定的な意見がある。

今後、個人住民税の現年課税を進める際には、デジタル化の進展も踏まえ、納

税者、地方団体、企業の事務負担が増加せず、生産性向上に繋がる形で検討を

していただきたい。

（現年課税の方式等） 

・ 給与所得者などは 12ヶ月で特別徴収された上で、年末調整されることとな

るが、個人事業主については、予定納税の仕組みがないと、確定申告によって

一度に支払を行うこととなり負担になるのではないか。 

・ また、個人住民税は賦課課税とされているが、予定納税制度を仮に導入した

場合であっても、年の途中で急に収入がなくなった場合の減免措置を設けるな

どの措置を検討する必要があるのではないか。 

・ 固定資産税における償却資産課税については、申告義務が課されている

が、賦課課税とされていることから、個人住民税を現年課税化した際の申告

の仕組みについても、制度設計のやり方によって解決できるのではないか。 
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（手続のデジタル化の状況等） 

・ マイナポータルで１月１日の住所地を確認できるとのことだが、実際の住

所地かどうかは分からないため、課題の解決とはならないのではないか。 

・ 地方税共通納税システムの利用率は、まだ高くない。その要因としては、金

融機関等においてその支払事務を既にシステム化していることや、企業におい

ては金融機関が提供するサービスを利用していることがあると聞いている。今

後、事務の更なる効率化が進む中で、利用は増えていくのではないか。 

・ マイナンバーと公金受取口座との紐付けがされることは、現年課税化を円滑

に進めるための一つの要素であるとは考えているが、納税義務者の中に１割で

も口座が把握できない者がいた場合には、市町村において、口座を把握するた

めにかなりの事務量が必要になるため、マイナンバーカードの一層の普及が必

須である。 

・ 税金の還付方法として、公金受取口座だけではなく、○○ペイを活用するこ

とも考えられるのではないか。現在、デジタル給与の話なども出てきているの

で、口座を持っていない者に対しても、アカウントを有していれば、スマホに

送金することができるのではないか。 

（切替年度の税負担のあり方） 

・ 現年課税化を行うと２年分の課税が発生することが前提とされているが、税

法上は１年分の所得に対して課税することとなっており、切替年に１年間だけ

課税しなければよいのではないか。仮に２年分課税することとした場合、地方

団体においても、切替年度の税収が過大となり地方交付税との関係など様々な

問題があるのではないか。 

・ 現年課税化した際の２年分の所得への課税については、生涯の租税負担を考

えた場合に、課税ベースとならない所得が１年間分存在することとなり、特定

の世代や特定の者に恩恵があることに理解が得られるかどうかということが

課題なのではないか。 

・ 特に、譲渡所得のように所得の発生時期を操作することができる変動所得へ

の課税をどうするのかという点については、大きな課題として残るのではない

か。 

３ 今後の検討について 

  本検討会においては、これまでの個人住民税の現年課税化についての議論

を振り返るとともに、現在の電子化の状況やマイナンバーカードの普及の状

況について共有し、切替年度における税負担などの個人住民税の現年課税化

に向けた課題についての議論を行った。 

  委員からは、マイナンバーカードの普及や eLTAX の利便性向上が進んでき

たが、納税義務者や特別徴収義務者における電子的手続の利用拡大がまだ途

上であり、特に、小規模事業者において、デジタル化が十分に進んでいないこ
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と、このような状況を踏まえると、引き続き、現年課税化により、事業者や地

方団体の事務負担の増加が懸念されることなどが指摘された。 

  今後は、これまでの本検討会における課題の整理を踏まえつつ、行政手続や

企業事務のデジタル化の更なる進展を見据え、それにより関係者の事務負担

の増加を抑えながら制度移行ができないか、そのためにはどのような技術的

な対応が必要なのかといった観点も含めながら、関係者の意見をよく伺いな

がら検討を深めていく必要がある。 
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第３ 個人住民税の諸課題等について 

１ 現行制度の概要 

⑴ 金融所得課税について

① 検討の背景

申告納税者の所得税について、合計所得金額が１億円を超える層で負担

率が低下している状況が生じており、「１億円の壁」と呼ばれている。こ

れは、所得税において、総合課税の税率は課税所得に応じて５％から 45％

までの超過累進税率とされているのに対し、土地や株式等の譲渡所得に係

る分離課税については 15％（特例等により 15％以外の税率が適用される

ものもある。）という一定の税率が設定されていることによるものと考え

られる。 

令和４年度与党税制改正大綱においては、「高所得者層において、所得

に占める金融所得等の割合が高いことにより、所得税負担率が低下する状

況がみられるため、これを是正し、税負担の公平性を確保する観点から、

金融所得に対する課税のあり方について検討する必要がある。その際、一

般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮しつつ、諸外国

の制度や市場への影響も踏まえ、総合的な検討を行う」こととされてい

る。 

② 個人住民税における金融所得課税（分離課税）について

個人住民税における利子等、特定配当等、特定株式等譲渡所得金額に対

する課税については、それぞれ、道府県民税の利子割、配当割、株式等譲

渡所得割として、特別徴収義務者によって徴収されることで、課税関係を

終了する仕組みが設けられている。 

 利子割は、当該支払を受けるべき利子等の額に５％の税率を乗じた金額

を、支払の際に、利子等の支払又はその取扱いをする金融機関が特別徴収

義務者として、特別徴収を行うこととされている。また、特別徴収義務者

は、当該事務等を行う営業所等所在地の都道府県に納入することとされて

いる。令和２年度の税収は 325億円。 

 配当割は、一定の上場株式等の配当等及び特定口座外の割引債の償還金

の差益金額の支払をするが特定配当等の額に５％の税率を乗じた金額を支

払の際に、特定配当等の支払をする株式の発行会社等又は支払を取り扱う

金融証券会社等が特別徴収義務者として、特別徴収を行うこととされてい

る。また、特別徴収義務者は、当該特定配当等の支払を受ける者の支払時

の住所地の都道府県に納入することとされている。令和２年度の税収は

1,522億円。 

 株式等譲渡所得割は、源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡に係

る所得等の金額に５％を乗じた金額を、支払の際に、源泉徴収口座を開設し

ている金融機関等が特別徴収義務者として、特別徴収を行うこととされて
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いる。また、特別徴収義務者は、当該上場株式等の譲渡の対価等の支払を受

ける者のその支払を受けるべき日の属する年の１月１日時点の住所地の都

道府県に納入することとされている。令和２年度の税収は 1,763億円。 

 個人住民税においても、総合課税の税率については 10％とされている一

方、土地や株式等の譲渡所得に係る分離課税の税率は５％の税率が設けら

れていることから、高所得者層において所得に占める金融所得等の割合が

高い状況においては、所得税における「１億円の壁」と同様に、高所得者

層において負担率が低下する傾向にあるものと考えられる。 

 なお、人口一人あたりの税収額の指数について見ると、個人住民税（均

等割と所得割の合計額）においては、最大の都道府県と最小の都道府県の

比が 2.5倍とされている一方で、利子割は 5.9倍、配当割は 9.2倍、株式

等譲渡所得割は 8.6倍となっている。 

③ 金融所得課税（分離課税）に係る所得税と個人住民税

利子等、配当等、株式等譲渡所得等に対する課税は、これまで、ＮＩＳ

Ａ等の税負担軽減措置を含め、所得税と個人住民税が一体として設計され

てきている。具体的には、株式等譲渡所得等に対する分離課税の税率につ

いては、所得税 15％、個人住民税５％の合計 20％により源泉徴収（特別

徴収）することが基本とされている。 

④ 上場株式等の配当所得等の課税方式の一致
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 従前、上場株式等の配当所得等の課税方式については、所得税と個人住

民税で異なる課税方式を選択することができることとされ、国民健康保険

等の他の制度における影響を考慮して、所得税においては総合課税を、個

人住民税においては申告不要を選択するケースがみられていた。 

 令和２年度の個人住民税検討会報告書においては、これに関し、「所得

税と個人住民税とで所得を一致させる観点から、将来的には、課税方式を

一致させる方向で見直しを行うことも考えられる」とのとりまとめがされ

ていた。 

 令和４年度税制改正においては、金融所得課税は、所得税と個人住民税

が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得

税と個人住民税の課税方式を一致させることとされた（令和６年度分の個

人住民税から適用）。  

⑵ 個人住民税の諸課題について

① 個人住民税の性格等

個人住民税は、地域住民がその能力に応じて広く負担を分任する「地域

社会の会費」的な性格を有するものであり、地方団体が提供する行政サー

ビスを支える基幹税としての役割を担っている。 

 個人住民税のあり方については、政府税制調査会が平成 12年７月にと

りまとめの中において、「個人住民税は、基幹税として地方財政を支える

税であるとともに、地域社会の費用を住民がその能力に応じ広く負担を分

任するという独自の性格（負担分任の性格）や地方公共団体が少子・高齢

化に伴い提供する福祉等の対人サービスなどの受益に対する対価として、

対応関係を明確に認識できるという性格（応益性）を有しており、地方自

治を支える税として位置付けることができるものと言えます。こうしたこ

とから、個人住民税は所得税に比較してより広い範囲の納税者がその負担

を分かち合うものとなっています。個人住民税については、地方分権の推

進や少子・高齢化の進展に対応し得る税制として、このような性格などを

踏まえつつ、そのあり方を検討する必要があります」と記載されている。 

 また、個人所得課税における諸控除の見直しについては、令和元年９月

の政府税制調査会のとりまとめにおいて、「働き方の違いによって不利に

扱われることのない、個人の選択に中立的な税制の実現に向け、所得再分

配機能が適切に発揮されているかといった観点も踏まえながら、諸控除の

更なる見直しを進めることが重要」、「個人住民税についても、働き方の多

様化等を踏まえ、前述した見直しの方向性に沿った検討を進めていくこと

が必要である。その際、個人住民税は、地域社会の費用を住民がその能力

に応じ広く負担を分任するという性格を有することや、応益課税としての

性格を明確化する観点から比例税率により課税されていることなど、その

性格等を踏まえる必要がある」との記載がされている。 
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② 個人住民税の非課税限度額について

個人住民税は、「地域社会の会費」的性格を有する税であることから、

納税義務者の範囲を広く市町村内に住所を有する者としており、これらの

者に対しては均等割と所得割が課されることとされている。しかしなが

ら、住民の中には自分で生活の資を得ることができない者など担税力が著

しく薄弱である者もおり、このような低所得者層の負担を考慮し、人的非

課税の制度を設けている。 

＜個人住民税非課税の範囲＞ 

・ 生活保護法に規定する生活扶助を受けている者

・ 障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が 135万円

以下の者 

・ 均等割を課すべき者のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に従い

市町村の条例で定める金額以下である者（条例で定める金額とは、35万

円（基本額）に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得

た金額に 10万円を加えた金額（同一生計配偶者又は扶養親族を有する

者については当該金額に 21万円（加算額）を加えた金額）（基本額と加

算額については、総務省令で定める生活保護の基準における地域の級地

区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとされている

（総務省令で定める率：１級地･･･1.0、２級地･･･0.9、３級地･･･

0.8）。 

・ 所得割を課すべき者のうち、前年における総所得金額等の合計が 35

万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に

10万円を加えた金額（同一生計配偶者又は扶養親族を有する者について

は当該金額に 32万円を加えた金額）以下である者 

＜非課税限度額の制度創設の経緯＞ 

  （均等割の非課税限度額） 

 昭和 51年度の税制改正において、個人の均等割の税率について、国

民所得水準、地方団体の行政サービス水準の向上等の事情を考慮し、税

負担の適正化の見地から、見直しが行われることとされ、その引上げ幅

については、概ね３倍とされた。この個人の均等割の税率の引上げに伴

って、低所得者層の税負担の軽減を図るため、均等割のみを課すべき者

のうち一定の基準に従い市町村の条例で定める所得の金額以下の者につ

いて均等割を課さないものとすることとされたものである。 

  （所得割の非課税限度額） 

 個人住民税所得割は、厳しい地方財政の状況のもと課税最低限の引上

げを行うことが困難である中で、生活保護基準額程度の低所得者層の税

負担に配慮を加えるため、昭和 56年度の税制改正において単年度限り
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の措置として創設されたものである。その後、昭和 57年から昭和 58年

まで同様に単年度の措置として非課税措置を存続させることとされた

が、昭和 59年度の改正において、当分の間、非課税措置を存続させる

こととされたものである。 

＜非課税限度額の考え方＞ 

 個人住民税均等割の非課税限度額については生活扶助基準額を、所得

割については前年の生活保護基準額（生活扶助基準額＋住宅扶助額＋教

育扶助額）を勘案して設定することとされている。 

 そのため、生活扶助基準・生活保護基準の見直しが行われた際に、必

要に応じて個人住民税の非課税限度額の見直しが行われてきたところで

ある。制度創設された昭和 51年度から平成 17年度までの期間において

は、生活保護基準の引上げが行われていたことから個人住民税の非課税

限度額の引上げが行われてきた。一方、生活保護基準については、平成

26年度以降引き下げられているが、平成 18 年度以降は非課税限度額の

見直しは行われていない。 

 なお、平成 27年 11月に政府税制調査会がとりまとめた「経済社会の

構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理」においては、

「様々な社会保障や福祉の制度の適用基準等に、個人住民税制度におけ

る課税・非課税の別や、その合計所得金額、基礎控除後の総所得金額等

などが広く用いられていること、また、個人住民税制度における非課税

限度額の基準が生活保護基準額を勘案して設定されていることなど、社

会保障制度と個人住民税制度が実質的にリンクしていることにも留意が

必要である」とされている。 

２ 本検討会における議論 

  本検討会では、各委員から以下のような意見があった。 

（金融所得課税に関する意見） 

【課税方式等】 

・ 金融所得課税については、将来的に他の所得と合算した上で、累進課税の適

用とすべきではないか。 

・ 貯蓄から投資への流れをつくることや、外国の企業を呼びやすくするために

も、低い税率の分離課税の仕組みは維持すべきではないか。また、配当割につ

いては、投資している状況が継続している場合に受け取れる配当に対する課税

であることから、低い税率を適用するという考え方でも良いのではないかと思

うが、株式の譲渡所得については、投資を終了する際に生じる所得であり、こ

の点をとらえると、総合課税にしても良いのではないか。 

・ 個人住民税については、住所地課税が行われているが、利子割については、
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利子の支払を行う営業所等が所在する都道府県が課税することとされており、

源泉地課税となっている。今後、個人住民税については、仕組みがシンプルで

執行コストも抑えることができる住所地課税で統一することが望ましいので

はないか。 

・ 「１億円の壁」の問題については、金融所得の部分だけ対応する方法と、土

地の譲渡所得等も含めた全ての所得について、ミニマムタックスのような仕

組みを導入する方法が考えられる。個人住民税においても、ミニマムタックス

を導入する場合の対応を検討しておく必要があるのではないか。

【偏在性について】 

・ 金融所得課税については、個人間の税負担の公平性の課題や地域における偏

在性の課題などの点を優先して検討すべきではないか。偏在性については、例

えば、譲与税化という方法もあるのではないか。 

・ 利子割については、源泉地で課税されることとなるが、本来、個人住民税は

住所地で課税すべきものと考える。ただし、税収の偏在性があることなどを考

えると、譲与税によって人口等を基準で配分することとすることも考えられる

のではないか。 

・ 株式の譲渡所得については、都市部に集中していることから、金融所得課税

の税率の引上げを行うこととした場合には偏在性が高まることとなるが、地

域間の偏在性を是正してきた方向性との関係をどう考えるか。 

【市場への影響等】 

・ 金融所得課税については、スタートアップ企業が資金を調達しやすくなるよ

うにシンプルな形にすることが必要ではないか。金融所得課税の強化により投

資が滞ってしまう恐れがあり、市場への影響もあるのではないか。 

・ 金融所得課税の課税強化については、政府が進めようとしている投資拡大の

方針に水を差すこととなるのではないか。対象者についても限定的。国民全体

で負担すべき歳出の財源なども議論されている中、所得課税全体のあり方に

ついて、国民的な議論が必要なのではないか。

・ 金融所得について、非上場株式は自由に売買することができず、Ｍ＆Ａのよ

うな形で売り買いされているのではないかと思うので、上場株式と非上場株

式を同じように考えるべきではないか。 

・ 非上場株式の譲渡所得については、創業者の長年の努力によって企業が成長

した結果であり、単年で生じる利子等や配当等とは性質が異なるのではない

か。創業者のやる気を妨げないような税制であることも必要である。

【その他】 

（社会保障制度との関係） 

・ 社会保障制度において、所得税や個人住民税の所得情報が使われているが、

利子等や配当等について、申告を行わず源泉徴収（特別徴収）によって分離課
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税がされた場合には、総所得金額には入らないため、実際には所得を得ている

にもかかわらず、社会保障を受ける際には低所得者として取り扱われることと

なる。最終的には社会保障制度の所管官庁において対応すべきことではあるが、

税務当局側からも問題として指摘していく必要があるのではないか。 

・ 社会保障制度において利用する所得情報については、個人単位ではなく、世

帯単位とすることで、実態に近いものになるのではないか。 

（所得控除） 

・ 「103万円の壁」については、配偶者控除の観点からは解消されているとい

うことが国民に十分に周知されていないのではないか。 

・ 賃上げが経済再生の鍵であるとされている中において、賃上げの効果が発揮

されるよう、所得控除額の引上げなどを検討すべきではないか。

・ 所得控除の金額について、所得税と個人住民税で金額が異なっている。これ

により、所得税は課税されないため申告は不要となる一方、個人住民税は課税

になるため申告が必要になるケースがあり、税理士としては手間がかかると

いう認識がある。 

・ 婚姻の状況、労働の状況、子どもの有無によって受けることができる所得控

除に差があり、寡婦控除については、男女の差が存在している状況がある。社

会の変化に応じた地方税における所得控除のあり方について、検討する必要

があるのではないか。 

３ 今後の検討について 

 本年度の検討会では、個人住民税における金融所得課税や諸控除などの課題

について、政府税制調査会の議論や最近の動向を紹介し、それらの内容を踏ま

えて個人住民税のあり方についての議論を行った。 

 「１億円の壁」に関し、令和５年度の税制改正においては、所得税において

負担の公平性の確保の観点から、極めて高い水準にある高所得者層に対する負

担の適正化のための措置を設けることとされ、①所得税額と②合計所得金額か

ら特別控除額（3.3億円）を差し引いた金額に 22.5％を乗じた金額を比較し②

が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税する仕組み（ミニマム課税ルール）

が導入されることとされた（令和７年分の所得から適用）。 

 今回、個人住民税においては、所得税と同様の仕組みを導入することとはさ

れなかったが今後、所得税で導入された制度の施行状況を確認しながら、個人

住民税におけるより公平な税制のあり方について検討を行う必要があるので

はないか。 

また、諸控除のあり方については、これまで、配偶者控除等の見直し、給与

所得控除・公的年金等控除・基礎控除の一体的な見直しなどの取組を行ってき

ている。多様な働き方が一層拡大する中、働く意欲を阻害せず公平で、働き方

に中立な税制を構築していく観点から、今後も、諸控除のあり方について検討
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する必要がある。 

 なお、令和５年度において、生活保護基準の見直しが行われることとされて

いることから、生活保護基準額が示された後、生活保護基準の見直しによる影

響を詳細に分析し、個人住民税の非課税限度額の見直しの必要性の有無につい

ての検討を行う必要がある。 
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